
令和３年度 

川越市提案型協働事業補助金 
応 募 要 項  

～市民の皆さんが地域の課題の解決に向けて 
取り組む活動を支援します～ 

 
 

川越市では、市民の皆さんと行政との協働によるまちづくりを推進するため、

公益的な活動を行っている自治会等の地域組織、ＮＰＯ法人、ボランティア団

体、市民活動団体等と協働して、市民ニーズに沿ったきめ細やかな公共サービ

スを提供することができる『協働推進事業制度』を実施しています。 

「提案型協働事業補助金」は、『協働推進事業制度』のうち、市民の皆さんか

らの提案による協働を推進するものです。 

※事業数は予算の範囲で決定されます。令和３年度予算額は、令和３年３月に

開催される市議会の議決により決定します。  
 
 
《 応募期間 》 

令和３年３月１日（月）～４月１５日（木） 
【継続事業応募期間：令和３年３月１日（月）～３月１０日（水）】 

 

【協働事業とは？】 

  市民活動団体等と川越市が協働して行う公共サービスで、市民活動団体等

と川越市がそれぞれの特性を生かして共に取り組むことにより、きめ細かく

質の高い公共サービスを提供できるものをいいます。 

【提案型協働事業補助金とは？】 

市民活動団体等が地域のさまざまな課題を解決するために、主体的に取り

組む協働事業に対して、その事業にかかる経費の一部（補助率１／２、上限

１６万円）を補助し、協働によるまちづくりを推進するものです。 

 

 

お問い合わせ 

川越市役所 市民部 地域づくり推進課 ℡０４９－２２４－５７０５（直通） 

 

 

 

【川越市協働推進事業制度】 



１  

 １．趣旨 .............................................................................................................................. ２ 

 ２．対象となる団体 ...................................................................................................... ２ 

 ３．対象となる事業 ...................................................................................................... ２ 

 ４．対象となる事業の期間 ....................................................................................... ３ 

 ５．補助対象となる経費 ............................................................................................ ３ 

 ６．補助金額等................................................................................................................ ４ 

 ７．応募の期間................................................................................................................ ４ 

 ８．応募方法 .................................................................................................................... ４ 

 ９．提出書類 .................................................................................................................... ５ 

１０．審査基準について ................................................................................................. ５ 

１１．公開プレゼンテーションへの参加について ........................................... ５ 

１２．結果の通知................................................................................................................ ６ 

１３．協働事業の実施 ...................................................................................................... ６ 

１４．事業実施後の手続き等について ................................................................... ６ 

１５．申請から支払いまでのスケジュール ......................................................... ８ 

１６．補助金の算出方法のイメージ ........................................................................ ９ 

１７．「継続事業」の応募について .................................................................... １０ 

１８．個人情報の取り扱いについて .................................................................... １０ 

１９．お問い合わせ先 .................................................................................................. １１ 

【申請書関係】 

申請書の記入例について .......................................................................... １２～１５ 

【昨年度の協働事業実施例】  
○協働事業申請前のお願いについて 

申請前に「事業の担当課」と協働事業について協議をお願いします。 

※協働事業のご提案にあたり、市の施策の考え方や既に市が実施している事

業内容等を把握していただくことが重要です。担当課との調整が出来なか

った場合は、原則的に申請はできません。 

※ご提案いただく協働事業の「事業の担当課」がご不明な場合は、地域づく

り推進課へお早めにお問い合わせください。 

 



２  

  １．趣旨 

 この補助制度は、市民活動団体等が主体的に取り組む協働事業を財政的に支

援し、市民と行政との“協働によるまちづくり”を進めるものです。 

 

 ２．対象となる団体 

 この補助制度の対象となる団体は、川越市内に事務所もしくは活動場所を有

する公益的な活動を行っている自治会等の地域組織、ＮＰＯ法人、ボランティ

ア団体などの市民活動団体等で、次の要件を満たしていることが必要です。 

①５人以上の構成員で組織されていること。 

②宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的とする団体でないこと。 

 

 ３．対象となる事業 

 市民活動団体等が地域のさまざまな課題を解決するために、主体的に行う公

益的な活動で、次のいずれかに該当する協働事業が対象です。 

 

①市の特性を生かしたまちづくり事業 

【例：地域資源や町並みを生かした情報発信・交流事業など】 

②地域コミュニティづくりに関する事業 

【例：地域コミュニティが活発になるシステムづくり、地域における世代間交流事

業など】 

③安全安心な地域づくりに関する事業 

【例：地域の防犯・防災啓発活動、こどもや高齢者等を守る等の地域の安全・安心

の向上に向けての地域づくりなど】 

④地域の生活環境の向上に関する事業 

【例：地域における自然環境の保全・活用など】 

⑤文化・スポーツ・生涯学習の振興等に関する事業 

【例：文化・スポーツ・生涯学習等の講演会や講座の実施など】 

⑥健康・福祉の向上に関する事業 

【例：こどもや高齢者等を対象とした健康や生きがいづくり事業など】 

⑦市の産業の振興に関する事業 

【例：観光資源を活用した情報発信や産業振興につながる事業など】 

⑧前各号に掲げる事業のほか、市長が必要であると認める事業 

 

※次のいずれかに該当する場合は、補助対象事業とはなりません。 

 ・営利目的または報償を受けて行う事業 

 ・本市や他の団体などから補助や委託を受けて行う事業 

 ・特定の政治・宗教・選挙活動を目的とする事業 

 ・公序良俗に反するおそれがあると認められる事業 
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 ４．対象となる事業の期間 

 提案型協働事業として採択決定された日（新規事業は６月中旬頃、継続事業

は４月上旬）から、原則、令和４年２月末までの間に実施される事業が補助の

対象となります。 

※既に事業が完了している場合や、採択決定される前に実施している事業につ

いては対象となりません。 

 

 ５．補助対象となる経費 

 補助の対象となる経費は、協働事業の実施に直接必要となる経費です。 

 補助の対象となる経費の例は、次の表のとおりです。 

 

《補助対象経費の例》 

区分（経費項目） 補 助 対 象 経 費 の 種 類 

１ 報 償 費 講師等への謝礼、調査・研究に係る報償費等（補助金交付

申請団体の構成員に対して支払うものを除く。） 

※受領書や振込伝票等で支出先等が確認できるものを対象

とします。 

２ 旅 費 事業に係る交通費、通行料等 

３ 需 用 費 消耗品・書籍等の購入費、チラシ・ポスター・報告書等の

印刷費、看板代等 

４ 役 務 費 切手等の通信運搬費、保険料等 

※電話やインターネットの使用料金は対象外です。 

５ 使用料及び賃借料 会場使用料等、物品等のレンタル料 

６ 原 材 料 費  材木、土砂等 

７ 備 品 購 入 費 事業に必要と認められる備品費 

※おおむね１年以上の使用に耐えられるもののうち、２万

円以上のもの（※要相談） 

８ そ の 他 の 経 費  その他、市長が認める経費 

※上記の区分に該当しない経費について、具体的にその内

容を記載してください。 

※ご不明な点等につきましては、事前にお問い合わせください。 

 

※次のような“団体運営のための経費”は、補助の対象経費となりません。 

 ・団体の事務所等を維持するための経費（団体事務所の賃借料、光熱水費な

どの管理費） 

 ・団体の構成員による会合等の飲食費 

 ・団体の構成員に対する人件費や謝礼等（事業として必要な場合を除く。） 
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 ６．補助金額等 

 ・補助率は、補助対象経費の２分の１を限度とします。 

 ・補助金の額は、１６万円を上限とします。(千円未満は切捨てとなります) 

 ・補助金は同一事業に対して３回まで（年１回）の交付を限度とします。 

※申請すれば必ず採択されるものではありません。審査は年度ごとに実施します。 

 ※事業数は予算の範囲で決定されます。令和３年度予算額は、令和３年３月に開催

される市議会の議決により決定します。 

 

 ７．応募の期間 

 新規事業は、令和３年３月１日（月）から４月１５日（木）までです。 

継続事業は、令和３年３月１日（月）から３月１０日（水）までです。 

※「継続事業」は早期審査（３月３１日）を実施しますので、例年より早期の申請期

限となります。 

※「継続事業」として応募できる事業の決定は、前年度協働事業実施団体へ個別にお

知らせいたします。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から令和２年度申請を取り下げた事業に

ついては、事業区分にかかわらず継続事業と併せ早期審査の対象とすることができ

ます。その場合の申請は３月１０日までとなります。 

 

 ８．応募方法 

 申請に必要な書類を揃え、応募期間内に事業の担当課を決めたうえで市役所

３階の地域づくり推進課へ直接お持ちください。その際に、申請書の内容につ

いてお伺いすることがありますので、内容を説明できる方が必ずお越しくださ

い。 

 ※事業の担当課が不明な場合は、地域づくり推進課へお問い合わせください。 

※受付時間は、８時３０分から１７時１５分までとなります。 

 ※提出期限は厳守してください。提出期限を過ぎての受付はいたしません。 

 ※電子データ等の提供をお願いする場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５  

 ９．提出書類 

 申請に必要な次の書類（用紙サイズは、原則Ａ４でお願いします。）を提出

していただきます。（様式は、市ホームページにも掲載しています。） 

 なお、継続事業の応募は、変更がなければ④、⑤を省略することができます。 

①補助金申請書（様式第１号）  

②収 支 予 算 書（様式第２号） 

 ③団 体 概 要 書（様式第３号）  

④その他の書類（※任意様式） 

・団体の定款や規約等、団体の会員名簿、団体の活動内容がわかるもの 等 

 ⑤申請書類チェックシート    

 
 

※提出書類の作成について 

・申請に必要な書類の作成にかかる費用は、提出団体の負担となります。 

・提出いただいた書類はお返しいたしませんので、必要な場合はあらかじめ

コピー等をとっておいてください。 

・事業実施後に「実施報告書」、「収支決算書」等を提出していただきます。 

 

１０．審査基準について 

 申請のあった協働事業については、次の審査基準に基づき審査し、予算の範

囲内で補助金を交付します。 

○事 業 内 容 等（事業目的、公益性、先駆性など） 

○協働の必要性（必要性、地域課題、協働の効果、市との役割分担など） 

○事業の実現性（企画力、実現性、実施能力など） 

※申請前に事業の担当課と協働事業について協議（協働の必要性や事業実施

における役割分担等の確認）していただくようお願いします。提案にあた

っては、市の施策の考え方や既に市が実施している事業の内容を把握する

ことが重要と考えています。 

 

１１．公開プレゼンテーションへの参加について 

提案者により、川越市協働事業審査委員会に対して、提出していただいた事

業の目的や公益性、協働のポイント等を発表していただくために実施する「公

開プレゼンテーション」を実施します。原則参加をお願いします。 

○公開プレゼンテーションの実施日は、新規事業は５月中旬、継続事業は３

月３１日を予定しています。 
※プレゼンテーション自体を審査することはありません。 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、非公開となる場合があります。 

 ※当日の模様をビデオ撮影し、市ホームページから動画配信する予定です。 
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１２．結果の通知 

 補助金の交付・不交付の結果については、各申請団体あてに通知します。 

 また、補助金が交付されることとなった協働事業名、団体名、事業概要、補

助金額などは、市ホームページ等で公開を予定してします。 

○交付・不交付の結果通知については、新規事業は６月中旬頃、継続事業は４

月上旬を予定しています。 
 

１３．協働事業の実施 

 協働事業を実施していただくにあたって、必要に応じて事業の担当課と調整

を行っていただく場合があります。 

 ○事前に補助金の概算払いを受けることもできます。 
※協働事業の実施にあたっては、写真の撮影や来場者アンケートなどを実施

し、実績報告や評価の際に併せて提出いただくようにお願いします。 

※補助金の概算払いは、協働事業として採択決定されたのちに概算払いが必

要となる理由を付して申請していただくこととなります。 

 

 

１４．事業実施後の手続き等について 

（１）実績報告について 

 原則として、協働事業の実施完了後３０日以内に次の書類を提出していただ

きます。 

 

 ①実績報告書 

 ②収支決算書 

 ③領収書等の写し 

 ④その他、参考となる書類（写真や来場者アンケート集計結果など） 

 ⑤評価シート 

 

 その他、協働事業の成果や評価について、書類を作成していただくこととな

ります。（これらの書類は、協働事業の見直しに役立てていきます。） 

  

（２）補助金の額の確定 

 市は、提出された「実績報告書」をもとに補助金の額を確定し、通知します。 

  

（３）補助金の請求・精算 

 補助金の額が確定した後、補助金を請求していただくこととなります。 

補助金の概算払いを受けている団体は、補助金の精算をしていただくことと

なります。 
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（４）協働事業の評価について 

 協働事業の評価については、実施団体と市とがそれぞれ評価します。 

 後日、川越市協働事業審査委員会による第三者評価を行い、実績報告書や協

働事業評価を市ホームページ等で公表させていただきます。 

 

（５）公開事業報告会について 

 ２月から３月頃に川越市協働事業審査委員会や市民に対して事業の成果を発

表していただく公開事業報告会を開催する予定です。実施した協働事業を報告

していただくと共に、他の団体との交流を深めていただく場となりますので、

参加をお願いします。 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、非公開となる場合があります。 

※当日の模様をビデオ撮影し、市ホームページから動画配信する予定です。 
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８ ⑦ 公開事業報告会 

令和４年２月～３月頃 ※川越市協働事業審査委員会 

１５．申請から支払いまでのスケジュール 

●新規事業     ●継続事業（２年目以降） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 協働事業の応募 

 

令和３年３月１日（月） 

      ～ 

    ４月１５日（木） 

２ 公開プレゼン 

テーション 

令和３年５月中旬 

（川越市協働事業審査委員会） 

４ 結果通知 

令和３年６月中旬頃 

５ 協働事業の実施 

令和３年６月下旬頃 

     ～ 

令和４年２月末日まで 

６ ⑤ 協働事業の実績報告 

事業完了後３０日以内 

１① 協働事業の応募 
  令和３年３月１日（月） 

     ～ 
    ３月１０日（水） 

３ 協働事業の審査 

令和３年５月下旬頃 

（川越市協働事業審査委員会） 

◎応募について 
・応募期間は、 

新規事業：３月１日（月）から４月１５日（木） 
継続事業：３月１日（月）から３月１０日（水） 
です。（※土日を除く） 

 
・市（事業の担当課）と協働事業について必要な 

協議をお願いします。 
 
・応募に必要な書類をそろえて市役所３階の地域づ

くり推進課へ直接お持ちください。  

７ ⑥ 補助金の額の確定 

①補助金の支払い 

②補助金の精算 

  

◎審査および結果通知について 
・提出していただいた応募書類等は、担当部局の 

意見を付したうえ、川越市協働事業審査委員会 
で審査します。予算の範囲内で採択する事業を 
決定し、交付・不交付の結果通知をお送りしま 
す。 

② 公開プレゼン 

テーション及び審査 

令和３年３月３１日 

（川越市協働事業審査委員会） 

 
◎補助金の額の確定について 
・協働事業実績報告書の提出後、市が補助金の 

額を確定します。補助金確定通知書が届きま 
したら、補助金の請求をしていただきます。 

・補助金の概算払いを受けている場合は、精算 
手続きをしていただきます。 

 

◎公開事業報告会について 
・市民や川越市協働事業審査委員会に対して、 

実施した事業の成果等を発表していただきます。 
・事業が完了していない場合でも、実施状況等に 

ついて報告いただきます。  

◎公開プレゼンテーションについて 
・提案者により、川越市協働事業審査委員会に対 

して、提出していただいた事業の目的や公益性、
協働のポイント等を発表していただきます。 
日程は決まりしだい、ホームページに掲載しま
す。  

◎協働事業の実施報告について 
・事業完了後３０日以内に協働事業実施報告書を 

提出していただきます。 
・併せて事業の評価書類の作成をお願いします。  

③ 結果通知 

令和３年４月上旬 

④ 協働事業の実施 

 

令和３年４月 

 

  ～令和４年 2 月 

◎協働事業の実施について 
・補助金の交付通知が届きましたら、協働事業 

を実施していただきます。 
・必要に応じて補助金の概算払いも受けられま 

す。 
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１６．補助金の算出方法のイメージ 

 補助金の算出方法は、補助対象経費の２分の１を限度とし、上限額は１６万

円となります。 

  

  ～補助金の計算例～ ※事業費すべてが補助対象経費とした場合  

 

  例１ 事業費が１６万円の場合 

    １６万円 × １／２ ＝  ８万円 

    （事業費）   （補助率）  （補助金額） 

  例２ 事業費が３２万円の場合 

    ３２万円 × １／２ ＝ １６万円 

 （事業費）   （補助率）  （補助金額） 

  例３ 事業費が６０万円の場合 

    ６０万円 × １／２ ＝ ３０万円 ＞ １６万円 

 （事業費）   （補助率）           （補助金上限額） 

 

 

《事業収入がある場合》 

講座等の参加費を徴収することや事業に対しての協賛金などの事業収入があ

る場合は、あらかじめ収支予算書に計上してください。 

 

  ～事業収入がある場合のイメージ図～   

例１：事業費が３２万円で、事業収入が８万円ある場合 

事業収入 

（８万円） 

自己資金 

（８万円） 

提案型協働事業補助金 

（１６万円） 

 

 例２：事業費が３０万円で、事業収入が１０万円ある場合 

事業収入 

（１０万円） 

自己資金 

（５万円） 

提案型協働事業補助金 

（１５万円） 

 

 例３：事業費が３０万円で、事業収入が２０万円ある場合 

事業収入 

（２０万円） 

提案型協働事業補助金 

（１０万円） 

  

     
補助金は、事業収入があっても対象経費の２分の１を限度として補助金が算

出されます。ただし、例３のように事業収入が２分の１を超えた場合は、補助

率が２分の１となりません。 
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 なお、事業実施の結果、事業収入と補助金の合計額が事業費（補助対象経費）

を上回った場合は、上回った分の補助金を返還していただくことになります。 

  

※補助金の算出方法について、ご不明な点等がありましたら、事前にお問い

合わせください。 

 

１７．「継続事業」の応募について 

 令和２年度に「川越市提案型協働事業補助金」の採択決定を受け実施した協

働事業のうち、次の２つの条件を満たす事業は、「継続事業」として早期に審

査を受け、事業を開始することが出来ます。 

①応募が継続して２回目または３回目（補助金の交付は３回まで）であること。 

②前年度に実施した協働事業について、年度末に行う協働事業評価（協働事業

の評価は、実施団体と協働事業担当課とがそれぞれ評価した後、川越市協働

事業審査委員会による第三者評価を行います）において、一定以上の評価を

受けていること。 
※①と②両方の条件を満たしている必要があります。  

※「継続事業」に応募する団体への注意事項 

・２年目以降の「継続事業」を応募する際も、必ず申請前に事業の所管課と

継続して実施する協働事業について協議のうえ、応募期間内に申請書類

（４頁「９．提出書類」を参照）を提出していただく必要があります。 

・２年目以降の「継続事業」の内容等を変更する場合は、あらかじめ所管課

および地域づくり推進課にご相談いただく必要があります。 

・公開プレゼンテーションにも原則参加していただきます。  
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和２年度事業申請を取り下

げた団体については、継続事業と同様に早期に審査を受け、事業を開始するこ

とができます。  
１８．個人情報の取り扱いについて 

 提出書類に記載されている個人情報については、川越市協働事業審査委員会

における審査など、提案型協働事業補助金の実施に必要な範囲以外では使用し

ません。 
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１９．お問い合わせ先 

 川越市役所 市民部 地域づくり推進課 協働推進担当（市役所本庁舎３階） 

〒３５０－８６０１ 川越市元町１丁目３番地１ 

 電 話 ０４９－２２４－８８１１（代表）（内線２４１２） 

０４９－２２４－５７０５（直通） 

 ｅmail chiikidukuri@city.kawagoe.saitama.jp 

（お問い合わせのみとなります。） 

 

※協働事業のご提案や実施にあたりましては、 

事前に事業の担当課との連絡調整をお願いします。 

 

 

 

mailto:chiikidukuri@city.kawagoe.saitama.jp
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様式第 1号（第７条関係） 

 
川越市提案型協働事業補助金申請書 

 

 （提出先） 

川越市長 川 合  善 明  

令和３年 ○月○○日   

 

団体名 ○○○○○ 

所在地 

〒３５０－○○○○ 

川越市○○町１－２－３ 

代表者氏名 会長 ○○ ○○          印 

 

川越市と協働して地域の課題解決に向けた活動を行うため、川越市提案型協働事業補助金交付 

要綱第７条の規定に基づき次のとおり協働事業に係る補助金の申請書を提出します。 

協働事業名称 □□□□□事業  

協働事業所管課 □□課 

※「協働事業名称」につきましては、団体名を記載するのではなく、原則として事業に関 

連する名称としてください。 

【添付書類】提出にあたっては、次の書類を添付してください。 

①提案型協働事業収支予算書（様式第２号）… Ｂ 

②団体概要書（様式第３号）… Ｃ     

③その他参考となる書類（団体の定款・規約等、会員名簿、活動内容がわかる書類等） 

 

該当する内容に「レ点」を付けてください。※複数可 

①市の特性を生かしたまちづくり事業  ⑤文化・スポーツ・生涯学習の振興等に関する事業  

②地域コミュニティづくりに関する事業 レ ⑥健康・福祉の向上に関する事業  

③安全安心な地域づくりに関する事業  ⑦市の産業の振興に関する事業  

④地域の生活環境の向上に関する事業  ⑧その他（                 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号  

○申請書の提出に必要な費用については、提出者の負担となります。 

○提案された協働事業名称等はホームページ等により公表する予定です。 

○提出された書類等については、原則として情報公開の対象となります。 

※返却しませんので、必要な場合はあらかじめコピー等をとってください。 

○審査の結果は、申請者に文書で通知します。 

○補助金の交付決定とされた提案については、その事業概要等を公表します。  

※具体的なわかりやすい事業名を

記入してください。 

記 入 例 

印 

Ａ 
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様式第１号つづき（第７条関係） 

川越市提案型協働事業補助金申請書（つづき） 

 

事 業 の 内 容 

【事業目的】 

この「□□□□□事業」は、○○地区において、小学校、ＰＴＡ、自治会等の協力を得

ながら『環境・安全マップ』を作成する事業です。作成過程において身近なふるさとの環

境とふれあい、世代間の交流を促進することで地域コミュニティの活性化を図るとともに

環境等への理解を深めることを目的としています。 

【事業内容】 

○○地区において、○月から○月にかけて、子どもと地域住民で協力し合い環境啓発サ

インや危険箇所等を記した地図を作成する。 

 

 

 

 

 

 

実施スケジュール 

時  期 内      容 

令和３年８月上旬 

８月中旬 

１０月○日 

 

１１月中 

１２月下旬 

令和４年１月 

地区マップ（白図）の作成 

事業を周辺地区へ周知（参加者数○○○人を想定） 

○○小学校へ集合し、○班に別れ、地域をマップ作成するための

確認を徒歩で行う。 

確認したものを持ちより、マップ作成（会場 ○○会議室） 

完成マップを参加者等へ配付 

協働の役割分担 

役割分担についての意見等 

○提案団体が

果たそうとす

る役割 

 

 

○川越市に期

待する役割 

 

 

 

その他意見等 

 

※様式については、必要に応じて行の高さ等の変更を行ってください。 

※記入欄に不足を生じる場合は別紙でも結構です。（Ａ４判１枚程度でお願いします。）

団体名：○○○○○ 

・審査の判断材料となりますので、次の項目などをわかりやすく簡潔に記入してください。 

○事業目的、公益性、先駆性 
○協働の必要性、地域課題、協働の効果 

・また、受益者の範囲や事業の特徴的なところなどをご記入ください。 

※記入欄が足りない場合は別紙（Ａ４判１枚程度）でも可 

・実施スケジュールについては、「年月日」や「活動する内容」を具

体的に記入してください。 

・複数年度でなければ事業の全体像が見えてこない場合については、

そのスケジュールの提出をお願いします。（様式自由） 

・この協働事業の実施にあたって、市の役割を記入してください。 

（例：広報、市の施策等の情報提供、市の関係課への連絡調整など） 

・この協働事業の実施にあたって、団体が果たそうとする役割を記入

してください。（例：事業の周知、地域住民への協力依頼、地域の連

携役など） 

・この事業に関する意見以外でも結構です。 

記 入 例 

Ａ ， 
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様式第２号（第７条関係） 

川越市提案型協働事業補助金収支予算書 

                                     （単位：円） 

区 分 金 額 積 算 内 訳 備 考 

【収入】    

協働事業補助金 125,000  ※上限 16万円 

自己資金 125,000   

    

収入合計（Ａ） 250,000   

【支出】    

報償費（講師謝礼） 25,000 講師謝金（５,000 円×５人） 外部解説者 

消耗品費① 25,000 マップ作成用消耗品  

消耗品費② 40,000 活動用ベスト（2,000 円×２０人）  

印刷製本費 ６0,000 
参加用募集案内（○○円×2,000 枚）、 

完成マップ印刷代（○○円×1,000 枚） 

 
 

保険料 ３0,000 活動保険（○○円×○○○人）  

使用料及び賃借料 40,000 会場使用料（4 回分） 
○○会館○○会議室を

予定 

原材料費 30,000 材料費（立て看板等作成） 立て看板×５枚 

    

    

    

支出合計（Ｂ） 250,000   

収支差額（Ａ）-（Ｂ） 0   

※協働事業に係る収支予算額を記入して下さい。 

川越市が補助対象とする経費は、実施する協働事業に直接要する経費です。団体事務所の賃借料、光熱水費な

どの管理費は対象外となります。 

また、この事業に関して、他に収入がある場合も記入して下さい。 

※収支差額（Ａ）-（Ｂ）はゼロとなるよう収支を調整の上記入して下さい。 

 

 

 

《参考：支出経費の区分例》 
○報償費（講師謝金等）○旅費○消耗品費○印刷製本費（チラシ等の印刷費）○通信運搬費（電話料を除

く）○保険料○使用料（会場借上料等）○賃借料（備品借上げ料等）○原材料（材木等）○備品購入費（事

業に必要と認められる概ね２万円以上の物品）等 ※その他事業に必要であると認められる経費 

団体名：○○○○○ 
記 入 例 

Ｂ 
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様式第３号（第７条関係） 

団 体 概 要 書 

 

団体名 

（ふりがな）   ○○○○○○○ 

 

○○○○○ 

所在地 

〒３５０－○○○○ 

 

川越市○○町１－２－３ 

代表者氏名 

（ふりがな）   ○○○ ○○○ 

 

会長 ○ ○ ○ ○ 

連絡者氏名 

（ふりがな） 

 

 

 住所 

 

 電話０４９（○○○）○○○○    FAX 

 e-mail 

活動歴  ５年○ケ月（令和３年４月１日現在） 

会員数（構成員数）   ５０人（※うち当該事業に携わる人数 ２０人） 

団体の目的 

※会則等で確認できる場合は、省略可能です。 

 別添会則のとおり 

主な活動内容 

 

主な活動地域 川越市○○地区、○○町 

これまでの 

事業実績等 

※これまでに、本事業以外に市や他の行政機関から補助等を受け事業を実施したことがある場合に

ついて、その事業名称や内容等をご記入ください。      

・定款や規約・会則等に記載されている目的や主な活動内容

を記入してください。 
※会則等で確認ができる場合は、省略可能です。 

・事業内容について、お答えできる方を記入してください。 
※平日昼間に連絡がとれる方をお願いします。 

記 入 例 
Ｃ 



  

様式第 1号（第７条関係） 

 
川越市提案型協働事業補助金申請書 

 

 （提出先） 

川越市長 川 合 善 明  

令和３年   月   日   

 

団体名  

所在地 
〒    -     

川越市 

代表者氏名                  印 

 

川越市と協働して地域の課題解決に向けた活動を行うため、川越市提案型協働事業補助金交付 

要綱第７条の規定に基づき次のとおり協働事業に係る補助金の申請書を提出します。 

協働事業名称  

協働事業所管課  

※「協働事業名称」につきましては、団体名を記載するのではなく、原則として事業に関 

連する名称としてください。 

【添付書類】提出にあたっては、次の書類を添付してください。 

①提案型協働事業収支予算書（様式第２号）  

②団体概要書（様式第３号）         

③その他参考となる書類（団体の定款・規約等、会員名簿、活動内容がわかる書類等） 

 

該当する内容に「レ点」を付けてください。※複数可 

①市の特性を生かしたまちづくり事業  ⑤文化・スポーツ・生涯学習の振興等に関する事業  

②地域コミュニティづくりに関する事業  ⑥健康・福祉の向上に関する事業  

③安全安心な地域づくりに関する事業  ⑦市の産業の振興に関する事業  

④地域の生活環境の向上に関する事業  ⑧その他（                 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号  

○申請書の提出に必要な費用については、提出者の負担となります。 

○提案された協働事業名称等はホームページ等により公表する予定です。 

○提出された書類等については、原則として情報公開の対象となります。 

※返却しませんので、必要な場合はあらかじめコピー等をとってください。 

○審査の結果は、申請者に文書で通知します。 

○補助金の交付決定とされた提案については、その事業概要等を公表します。 

Ａ



  

様式第１号つづき（第７条関係） 

川越市提案型協働事業補助金申請書（つづき） 

 

事 業 の 内 容 

【事業目的】 

 

 

 

 

 

【事業内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施スケジュール 

時  期 内      容 

 

 

 

 

 

 

 

協働の役割分担 

役割分担についての意見等 

○提案団体が

果たそうとす

る役割 

 

 

 

○川越市に期

待する役割 

 

 

 

 

その他意見等 

 

 

 

※様式については、必要に応じて行の高さ等の変更を行ってください。 

※記入欄に不足を生じる場合は別紙でも結構です。（Ａ４判１枚程度でお願いします。）

団体名： Ａ
， 



  

様式第２号（第７条関係） 

川越市提案型協働事業補助金収支予算書 

                                     （単位：円） 

区 分 金 額 積 算 内 訳 備 考 

【収入】    

協働事業補助金   ※上限１６万円 

    

    

収入合計（Ａ）    

【支出】    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

    

支出合計（Ｂ）    

収支差額（Ａ）-（Ｂ）    

※協働事業に係る収支予算額を記入して下さい。 

川越市が補助対象とする経費は、実施する協働事業に直接要する経費です。団体事務所の賃借料、光熱水費な

どの管理費は対象外となります。 

また、この事業に関して、他に収入がある場合も記入して下さい。 

※収支差額（Ａ）-（Ｂ）はゼロとなるよう収支を調整の上記入して下さい。 

 

 

《参考：支出経費の区分例》 
○報償費（講師謝金等）○旅費○消耗品費○印刷製本費（チラシ等の印刷費）○通信運搬費（電話料を除

く）○保険料○使用料（会場借上料等）○賃借料（備品借上げ料等）○原材料（材木等）○備品購入費（事

業に必要と認められる概ね２万円以上の物品）等 ※その他事業に必要であると認められる経費 

団体名： 
Ｂ



  

様式第３号（第７条関係） 

団 体 概 要 書 

 

団体名 

（ふりがな） 

 

所在地 

〒 

 川越市 

代表者氏名 

（ふりがな） 

   

連絡者氏名 

（ふりがな） 

    

 住所  

  

電話     （     ）          FAX    （    ） 

 e-mail  

活動歴     年   ケ月（令和３年４月１日現在） 

会員数（構成員数）       人（※うち当該事業に携わる人数     人） 

団体の目的 

※会則等で確認できる場合は、省略可能です。 

 

主な活動内容 

 

主な活動地域 川越市 

これまでの 

事業実績等 

※これまでに、本事業以外に市や他の行政機関から補助等を受け事業を実施したことがある場合に

ついて、その事業名称や内容等をご記入ください。   
 

Ｃ



  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度川越市提案型協働事業補助金

○提出書類名 チェック欄

1 川越市提案型協働事業補助金申請書（様式第１号）

2 川越市提案型協働事業補助金収支予算書（様式第２号）

3 団体概要書（様式第３号）

4 その他の書類（任意様式）

ア 団体の定款・規約等

イ 団体の会員名簿

ウ 団体の活動内容がわかる書類

エ 見積書など金額がわかる書類

オ その他①（　　                     　　　　　　　　　）

その他②（　　                     　　　　　　　　　）

その他③（　　                     　　　　　　　　　）

事業の所管課と必要な協議について

【事業の所管課名：　　　　　　　　　　　　　　　】

事業名

《申請書類チェックシート》

団体名

○この「申請書類チェックシート」をご利用いただいて、申請に不足してい
　る書類がないか確認してください。
※このシートを申請書類の最終ページに添付してください。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度に実施した協働事業をご紹介します！ 


